
第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定について

（障害者政策課）

１ 要 旨

本県の障害者施策の実施計画である第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（R3～

R5）を策定し、３月末に公表を行う。

２ 計画の概要

(1)位置付け

本計画は、ふじのくに障害者しあわせプランの基本目標である「障害のある人が分け隔

てられない共生社会の実現」に向け、支援体制に係る数値目標等を掲げた実施計画である。

(2)主な内容（成果目標等）

国の基本指針（R2.5 月改正）に基づき、地域生活支援拠点や相談支援体制の充実強化、

中重度障害のある人向けのグループホーム確保等、新たな成果目標等を設定した。

(3)策定経緯
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項 目
前回(H30～R2) 今回(R3～R5)

R5 計画計画(R2) 実績(R1)

福祉施設の入所者の

地域生活への移行

入所者数 3,312 人 3,401 人 3,336 人

地域移行者数 309人 196人 206 人

地域生活支援拠点等が有する機能の充実 13箇所 3箇所 22 箇所

福祉施設から一般就労への移行者 633人 492人 724 人

相談支援体制の充実・強化等の体制確保 － （新規） 35 市町

障害福祉サービス等の質の向上の取組に

係る体制構築
－ （新規） 35 市町

障害福祉サービスの利用者数 32,874 人 29,681 人 36,331 人

うち日中サービス支援型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ － 184 人 389 人

相談支援の利用者数 34,454 人 33,205 人 41,155 人

障害児支援の利用者数 12,683 人 12,467 人 15,873 人

年 月 内 容

Ｒ２ ５月 国の基本指針告示（5/19）

６～12月 市町の数値検討（６～９月）、県と市町の確認･調整等（10～12月）

Ｒ３ １～２月 パブリックコメント実施（1/29～2/25、意見は6者から計24件）

３月下旬 県障害者施策推進協議会（3/26）、計画及びパブコメ結果の公表

資料１-①



３ 計画の内容

(1) 成果目標

〇国の基本指針に基づき、施設入所者の地域移行や地域生活の継続等を支援するための

成果目標（７項目）を設定する。

※進捗状況(R1実績) 計画(R2)以上：◎、計画(R2)の 2/3以上：○、計画(R2)の 2/3未満：△

項 目
前回(H30～R2) 今回(R3～5)

R5計画
備 考

計画(R2) 実績(R1) 進捗

(1)

福祉施設の入

所者の地域生

活への移行

入所者数 3,312人 3,401人 △
3,336人

(R1×△1.9%相当)

国:R1×△1.6%

緩やかな減少を見込

地域移行者数 309人 196人 △
206人

(R1入所者×6.1%相当)

国:R1入所者×6%

地域生活の体制構築

(2)

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テムの構築

退
院
率

入院後３カ月時点 69％ 65.4％ △ 69％ 国指針と同値

退院促進や地域移行

等の支援体制構築

入院後６カ月時点 84％ 84.6％ ◎ 86％

入院後 １年時点 90％ 91.9％ ◎ 92％

１年以上入院患者数 3,232人 3,271人 ○ 2,783人 国算定式により推計

地域における平均生活日数 － （新規） － 316日 退院後1年以内、国指針と同値

(3)

地域生活支援

拠点等が有す

る機能の充実

拠点等の確保数(市町数) 13箇所
3箇所

(6市町)
△

22箇所

(33市町) 国:全市町の整備

地域生活の安心確保
検証･検討する市町数 － （新規） － 35市町

(4)

福祉施設から

一般就労への

移行

福祉施設からの移行者数 633人 492人 △
724人

(R1×1.47倍相当)
国:R1×1.27倍

市町積み上げの結果

1.47倍で目標設定

一般就労移行に加え

定着を促進

就労移行支援 － 319人 － 476人

就労継続支援Ａ型 － 76人 － 121人

就労継続支援Ｂ型 － 94人 － 124人

その他 － 3人 － 3人

就労定着支援利用割合 － （新規） － 70.0％

定着率８割以上就労定着事業所割合 － （新規） － 81.2％

(5)

障害児支援の

提供体制の整

備等

児童発達支援センター
27市町

(14市町･5圏域)

20市町
(13市町･4圏域)

△ 22市町

国:全市町の整備

医療的ケア児等の支

援体制強化

保育所等訪問支援34 市町

→残りの川根本町は町事

業で同様の機能を確保

保育所等訪問支援 31市町 28市町 ○ 34市町

難聴児支援中核的機能 － （新規） － 県で体制構築

(重心対応)児童発達支援
19市町

(13市町･5圏域)

21市町
(21市町･5圏域)

◎ 22市町

(重心対応)放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
12 市町

(12市町･4圏域)

19市町
(19市町･5圏域)

◎ 20市町

医療的ケア児

支援協議の場

県 県･8圏域 県･8圏域 ◎ 県･8圏域

市町
26市町

(15市町･5圏域)

22市町
(22市町･4圏域)

○ 28市町

医療的ケア児

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置
－ （新規） －

県･7圏域

･25市町

(6) 相談支援体制の充実・強化等の体制確保 － （新規） － 35市町 国:全市町の整備

適切なサービス利用

への支援(7)
障害福祉サービス等の質の向上の取組に

係る体制構築
－ （新規） － 35市町



(2) 活動指標

〇国の基本指針に基づき、利用者ニーズに対応するための事業所増など、各サービスの活

動指標を設定する。

※進捗状況(R1実績) 計画(R2)以上：◎、計画(R2)の 2/3以上：○、計画(R2)の 2/3未満：△

(3) その他

・計画的な基盤整備の方策

・県の地域生活支援事業の実施に関する事項

・障害福祉サービス等の従事者の確保又は資質の向上のために講ずる措置

・関係機関との連携、計画の期間、障害福祉計画の達成状況の点検及び評価 等

項 目
前回(H30～R2) 今回(R3～R5)

R5計画
備 考

計画(R2) 実績(R1) 進捗

訪
問
系

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、

行動援護、重度障害者等包括支援
5,156人 4,111人 △ 4,890人 在宅生活を支援

日
中
活
動
系

生活介護 7,599人 7,184人 △ 7,931人

日中の活動を支援

（介護、訓練、就労、

ショートステイ）。

就労定着支援の高

い伸びを見込む。

自立訓練（機能訓練） 66人 67人 ◎ 148人

自立訓練（生活訓練） 349人 295人 △ 367人

就労移行支援 1,162人 886人 △ 1,259人

就労継続支援（Ａ型） 2,499人 1,891人 △ 2,291人

就労継続支援（Ｂ型） 7,366人 7,516人 ◎ 9,130人

就労定着支援 597人 271人 △ 1,308人

療養介護 444人 440人 ○ 508人

福祉型短期入所 1,704人 1,198人 △ 1,649人

医療型短期入所 280人 188人 △ 270人

居
住
系

自立生活援助 103人 28人 △ 73人 住まいに係る支援。

中重度障害者向け

の日中サービス支

援型GHの高い伸び

を見込む。

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(ＧＨ)) 2,237人 2,212人 ○ 3,171人

うち日中サービス支援型(中重度向け) － (R2見込)184人 － 389人

施設入所支援 3,312人 3,394人 △ 3,336人

障害福祉サービス 計 32,874人 29,681人 △ 36,331人

相
談
支
援

計画相談支援 23,307人 22,220人 △ 24,844人

サービス利用者の

相談支援

地域移行支援 102人 48人 △ 79人

地域定着支援 192人 154人 △ 227人

障害児相談支援 10,853人 10,783人 ○ 16,005人

相談支援 計 34,454人 33,205人 ○ 41,155人

障
害
児
支
援

児童発達支援 3,270人 3,041人 △ 4,466人

障害児に係る支援。

児童発達支援や放

課後等デイサービ

ス等、発達障害等の

利用者増を見込む。

医療型児童発達支援 2人 0人 △ 24人

放課後等デイサービス 8,065人 8,364人 ◎ 10,050人

保育所等訪問支援 322人 218人 △ 464人

居宅訪問型児童発達支援 46人 5人 △ 24人

福祉型障害児入所支援 409人 270人 △ 252人

医療型障害児入所支援 665人 569人 △ 593人

障害児支援 計 12,683人 12,467人 ○ 15,873人


